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新発田市教育委員会令和６年８月定例会 会議録

○ 議事日程

令和６年７月２５日（木曜日） 午前９時３０分 開 会

豊浦庁舎 ２階 教育委員会会議室

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 前回定例会会議録の承認について

日程第３ 教育長職務報告

日程第４ 協議報告

協報第１号 市立中学校におけるいじめ重大事態について

日程第５ 議事

議第１５号 令和７年度使用中学校教科用図書の採択について

日程第６ その他

○ 会議に付した事件

議事日程に同じ

○ 出席者

工 藤 ひとし 教育長

石 坂 均 委 員（教育長職務代理者）

村 川 孝 子 委 員

○ 説明のため出席した者

教育次長 橋 本 隆 志

教育総務課長 坂 上 新 一

学校教育課長 彌源治 仁 伺

学校教育課教育センター長

阿 部 英 幸

文化行政課長 宮 﨑 由 香

中央図書館長 庭 山 恵

生涯学習課長 井 浦 智 明

青少年健全育成センター所長

古 田 潤 子
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○ 書 記

教育総務課長補佐 阿 部 成 美

教育総務課教育総務係長

小 島 貴 志

○ 議 事

○工藤教育長

ただいまから教育委員会の令和６年８月の定例会を開会いたします。

はじめに、「日程第１ 会議録署名委員の指名について」でありますが、石坂教育長

職務代理者を指名いたします。よろしくお願いします。

次に「日程第２ 前回定例会会議録の承認について」お諮りをいたします。既に送付

してあります会議録について、御質問等ございましたらお願いいたします。

○工藤教育長

御意見、御質問がないようですので、承認の方の挙手をお願いいたします。

○工藤教育長

挙手全員でありますので、７月定例会の会議録は承認されました。

次に「日程第３ 教育長職務報告」を行います。職務報告につきましては、既に送付し

てあります「教育長職務報告（令和６年７月１日～令和６年７月２１日分）」のとおり報

告いたします。委員の皆様から御質問等ございましたらお願いいたします。

○工藤教育長

御意見、御質問がないようですので、「教育長職務報告」について、承認の方の挙手を

お願いいたします。

○工藤教育長

挙手全員でありますので、「教育長職務報告」は承認されました。

○工藤教育長

ここで、本日の議事等の進行について、お諮りします。

「日程第４ 協議報告」の「協報第１号 市立中学校におけるいじめ重大事態につい

て」は、個人情報を含む事項でありますので、新発田市教育委員会会議規則第６条第１

項第３号の規定に基づき、非公開としたいと思います。

また、「日程第５ 議事」の「議第１５号 令和７年度使用中学校教科用図書の採択

について」は、文部科学省の通知により、「教科用図書採択に当たっては、静謐な採択

環境を確保し、公正かつ適正な採択を行うため、適切な審議環境を確保しなければなら

ない」とされていることから、新発田市教育委員会会議規則第６条第１項第４号の規定

に基づき、当議事は非公開としたいと思います。

つきましては、進行は公開である「日程第６ その他」を先に行い、次に非公開であ
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る「議第１５号」及び「協報第１号」の審議を行いたいと思います。

「議第１５号」及び「協報第１号」を非公開とすること、並びに議事等の進行につい

て、賛成の方の挙手をお願いいたします。

○工藤教育長

挙手全員でありますので、「議第１５号」及び「協報第１号」を非公開とし、議事進

行については、今ほど御説明しましたとおり進めることといたします。

○工藤教育長

次に、「議第１５号 令和７年度使用中学校教科用図書の採択について」のうち、採

択結果の公表についてお諮りします。

本日、議第１５号の審議は、非公開で行いますが、教科用図書の「採択結果」につき

ましては、無償措置法施行令で周知・公表することと規定されております。

また、同施行令で教科用図書の採択は、８月３１日までに行うよう、期限が定められ

ております。

つきましては、議第１５号のうち、教科用図書の「採択結果」のみ、令和６年９月１

日から公表することに賛成の方の挙手を求めます。

○工藤教育長

挙手全員でありますので、当議題について、９月１日に「採択結果のみ」を公表する

こととします。

それでは、「日程第６ その他」に入ります。

はじめに、「教育委員会・今後の日程（予定）」について、坂上教育総務課長から説明

をお願いいたします。

○坂上教育総務課長

教育委員会の今後の日程でございます。

この度の日程で追加されましたのが、１１月の定例会が１１月５日に予定されている

というところと、１１月８日に、毎年行っている総合教育会議を開催する予定としてお

ります。

総合教育会議につきまして、現時点で決まっているところだけお伝えさせていただき

ますと、今年度のテーマといたしましては、食とみどりの新発田っ子プランに基づきま

して、加治川小学校を会場とし、食育について協議したいと考えております。また、当

市は６月１８日にオーガニックビレッジ宣言を行っておりますことから、教育の一環と

して、当日は同校の児童にオーガニック米を使用した給食を食べていただき、同じ給食

を委員の皆様にも試食いただくというような予定で考えております。加えて、共同調理

場の見学でございますとか、食とみどりの新発田っ子プランでは、６年生で１人でお弁

当を作れる子どもになるというのが目標になっておりますことから、当日は６年生の調

理実習の様子を参観していただきまして、最後に市の食育に関する取組みについて協議

をさせていただきたいと考えております。ここまでが今決まっているところですが、今

後改めて詳細を皆様にお伝えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
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○工藤教育長

ありがとうございました。委員の皆様からこの件につきまして、御質問等ございまし

たらお願いいたします。

○石坂職務代理者

今の件ではないのですけれども、例年秋に学校訪問が行われていると聞いておるので

すけれども、もし、現段階で大体何月頃どこの学校か、わかる範囲で結構ですので教え

ていただければ、ありがたいのですが。

○彌源治学校教育課長

今資料の持ち合わせがありませんので、後ほどお知らせいたします。

○工藤教育長

それでは閉会後に詳しくお話をさせていただきます。

○工藤教育長

ほかに、委員の皆様から何か御質問等はございますか。

○工藤教育長

ないようですので、今後の予定については説明のとおりですので、御予定をよろしく

お願いいたします。

○工藤教育長

ほかに、事務局から報告等はありますか。

○工藤教育長

委員の皆様から何か御質問等はございますか。

○工藤教育長

それでは、「日程第５ 議事」に入ります。

「議第１５号」及び「日程第４ 協議報告 協報第１号」につきましては、先ほど非

公開とすることについて御承認をいただきましたので、橋本教育次長、彌源治学校教育

課長、阿部教育センター長以外の職員につきましては、退席願います。

※「日程第５ 議事 議第１５号」及び「日程第４ 協議報告 協報第１号」は、新

発田市教育委員会会議規則第１５条第３項の規定に基づき、審議内容記載なし。

午前１０時１０分 閉 会
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令和６年７月２５日

新発田市教育委員会教育長

委 員


